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Ⅰ は じ め に

近年の経済のグローバル化, 技術革新, 情報革

命 (IT 革命), などの発達により世界的に大きな

変化を遂げ, さまざまな改革が行われている｡ そ

の結果, 国際競争力を失った企業は市場からの撤

退を余儀なくされている｡ わが国では長引く景気

低迷の影響により大きな転換期を迎え労働情勢も

激変の過程にある｡ 企業においては従来の終身雇

用制, 年功序列が崩壊し, 能力主義・成果主義,

裁量労働制の導入, アウトソーシングや派遣労働

の導入等雇用のあり方も多様化している｡ 最近で

は学生でもなく働いてもおらず, また職業訓練も

受けていない若者, いわゆるニート (NEET：Not

in Education, Employment or Training) の人口は

2004 年度には 64 万人, フリーターは 213 万人

(平成 17 年版労働経済白書) となり新たな社会問題

ともなっている｡ また, ｢完全失業者数 (完全失

業率)｣ は 2002 年の 359 万人 (5.4％) を最高と

し 2004 年には 313 万人 (4.7％) (総務省統計局

｢労働力調査｣) となり減少傾向に転じている｡ し

かし一方で長期失業者 (失業期間が 1年以上の者)

は増加傾向にある｡ この失業の要因の 2/3 が労働

需給のミスマッチであり, その中でもとりわけ能

力のミスマッチの問題が大きいといわれている｡

こうしたミスマッチを解消するために, 政府は

｢失業のない社会をめざして｣ さまざまなセーフ

ティネット政策を策定した｡ その一つとして平成

13 年に策定されたのが ｢今後 5 年間で 5 万人程

度のキャリア・カウンセラーの養成計画｣ である

(小泉総理を本部長とする ｢産業構造改革・雇用対策

本部決定案平成 13 年 9 月 20 日)｡ これは, 個人の

職業適性や能力, 経験を踏まえた職業選択, 職業

能力開発などを効果的に行うことができるように

専門的な職業支援を行うカウンセラーの養成とい

うことである｡ これを受け同年 10 月には厚生労

働省に ｢キャリア・コンサルティング研究会｣ が

設置された｡ この研究会ではキャリア形成を支援

するシステムおよび人材についての名称について

検討された結果, 米国においては, こうした個人

のキャリアに係わる指導・助言活動を ｢キャリア・

カウンセリング｣ と呼称しているが, わが国にお

いては ｢カウンセリング｣ という用語が心理的な

療法を想起させる面が強いことを考慮し, 労働市

場における職業キャリアの方向づけに係る相談・

指導・助言を表す用語としては ｢キャリア・コン

サルタント｣ で統一することになった｡ 同年 12

月 16 日のタウンミーティングでは当時の坂口力

厚生労働大臣が ｢2002 年から 5 年間で 5 万人の

キャリア・カウンセラー養成を目指す｣ と発言し

たこともあり, 平成 14 年度より厚生労働省職業
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能力開発局が積極的な取り組みを始めた｡

国の施策においても職業能力開発促進法の改正

(平成 13 年 10 月改正施行) に基づき公表された

｢労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能

力 (キャリア形成) の開発及び向上を促進するた

めに事業主が講ずる措置に関する指針｣ (厚生労

働省告示第 296 号) を定めている｡

この, 法改正に伴って策定された第七次職業能

力開発基本計画 (計画対象期間平成 13～17 年度)

においても, キャリア形成の促進のための支援シ

ステムが挙げられ, キャリア形成支援を担う人材

の育成を図ることなどが課題となった｡

したがって, キャリア・コンサルティング (労

働者が, その適性や職業経験等に応じて自ら職業生

活設計を行い, これに即した職業選択や職業訓練の

受講等の職業能力開発を効果的に行うことができる

よう, 労働者の希望に応じて実施される相談) を担

う人材の養成を推進し, 労働者が安心して適切な

キャリア・コンサルティングを受けられるような

体制を整備することが必要になってきている｡

Ⅱ 米国のキャリア・カウンセリングと
倫理と個人情報保護法

1 米国のキャリア・カウンセラー

米国においてはキャリア・カウンセラーに限っ

た教育プログラムは存在しない (渡辺三枝子, E.

L. ハー, 2001) し, キャリア・カウンセラーにな

るための試験というものは存在しない｡ しかし,

敢えていうならば認定従業員援助専門家

(Certified Employee Assistance Professional: CEAP)

になるための講習や認定試験はキャリア・カウン

セラーになるための教育や試験の一つといえるか

もしれない｡

米国においては, キャリア・カウンセラーに限

らずカウンセラーになるためにはカウンセリング

および関連する教育プログラム認定評議会の認定

大学院 (The Council for the Accreditation of

Counseling and Related Education Program:

CACREP) の修士課程でカウンセリングを学び,

全米認定カウンセラー委員会 (National Board for

Certified Counselor: NBCC) が主催する全米カウ

ンセラー試験 (National Counselor Examination:

NCE) を 受け認定カウンセラー (National

Certified Counselor: NCC) の資格を得ることが必

要になる｡ そして多くの場合 NCC の資格を得た

ものの多くがアメリカ・カウンセリング協会

(American Counseling Association: ACA) に所属

するが, ACA への加入は任意であり, 必ずしも

所属する必要はない｡

NCE はカウンセラーとしての全般的な知識を

みる試験であり, NCC の資格を得れば理論的に

はキャリア・カウンセラーでも, スクール・カウ

ンセラーでも, メンタルヘルス・カウンセラーで

も何にでもなることができる｡ ただし, インター

ンシップなどを通して専門性を高めた分野や, 自

分で講習会などに通い専門知識を得た分野を自ら

の専門とすることが一般的である｡ そして認定大

学院でない学校を卒業した場合には一定期間のカ

ウンセラーとしての経験の後に受験資格が得られ

る｡

ここで生じる問題は, 認定大学院でない学校を

卒業してキャリア・カウンセラーと同様の仕事を

することができるかということである｡ 答えはで

きるのである｡ カウンセラーの場合は医師やサイ

コロジストとは異なり, カウンセラーと名乗るた

めの制限は特に定められていない｡ ただし, NCC

になるためには NCE に合格すること, 各州の認

定カウンセラーとなるためには, 各州の試験に合

格するか, NCC の資格を持ち一定の経験を有す

ることが必要となる｡

したがってキャリア・カウンセラーは, 極端な

言い方をするとキャリア・カウンセラーの仕事を

している人はキャリア・カウンセラーと名乗って

も間違いではない｡ 逆に言えば, この資格を持っ

ているからキャリア・カウンセラーであるという

ことは必ずしもない｡ ただし, ACA にはその下

部組織として全米キャリア発達協会 (National

Career Development Association: NCDA) と全米

雇用カウンセリング協会 (National Employment

Counseling Association: NECA) という二つのキャ

リア・カウンセリングに関連した部門がある｡ つ

まり, この協会に所属しているカウンセラーはキャ
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リア・カウンセラーであるといえるかもしれない｡

しかし, すべてのキャリア・カウンセラーが

ACA および NCDA または NECA に所属してい

るわけではない｡ これは前述したようにACAの

加入は任意であり, NCC の資格を得て仕事をす

ることも強制されていないからである｡

このようにアメリカにはさまざまな背景を持つ

キャリア・カウンセラーが 20 万人おり, 学校,

職業紹介などを行うワンストップセンター等に配

置されているほか, 独立自営形態のカウンセラー

も活躍している｡

2 カウンセラーの倫理規程

キャリア・カウンセラーを含むカウンセラーの

倫理規程はどのようになっているかということに

なるが, 一口にカウンセラーといってもすでに述

べたようにさまざまなレベルのカウンセラーが存

在する｡ NCC で ACA に加入しているカウンセ

ラー, NCC でないカウンセラー, 学部卒業でカ

ウンセラーとして働いている場合などである｡

NCC で ACA に加入しているカウンセラーであ

れば当然にACAの倫理規程が適用される｡ ただ

し, ACA の下部組織である NCDA に所属する

プロフェッショナルカウンセラーはACAの加入

が義務づけられているが, NECA に所属するカ

ウンセラーはACAの加入が義務づけられていな

い｡

NCC ではあるが ACA に加入していないもの

は NBCC の倫理規程が適用される｡ これは NCC

になるための試験 (NCE) を実施する機関が

NBCC であり, NBCC が NCC の認定を行うため

に NCC に対して倫理規程を有することになる｡

そして, NCC でもなく ACA にも加入していな

いカウンセラーについては事実上, 倫理規程は存

在しないことになる｡ しかし EAP (Employee

Assistance Program) 会社などで働くカウンセラー

については, その企業の中の倫理規程が適用され

ることになるであろう｡ また, 学部を卒業してカ

ウンセラーとして働いている人も, 企業等に勤め

ている場合には, その企業の倫理規程が適用され

ることになる｡

一番, 問題となるのは, 何の資格や理論的なバッ

クグラウンドも持たずに, その個人の資質でカウ

ンセラーとして名乗り仕事をしている場合である｡

意外にもこのような人は少なからず存在し, さま

ざまな職業経験を基に個人の経験でクライアント

にアドバイスをしている人たちである｡ このよう

な人たちには倫理規程は存在せず, また, これら

の人たちの行為も違法ではない｡

では, キャリア・カウンセラーの倫理規程は何

を意味するのであろうか｡ 倫理規程はすでに述べ

たように絶対的なものではなく, 特定の組織にそ

のグループとしての目的や価値観を確保するため

に自ら定めた規範であり, 他のグループの人たち

の行動を規制することを目的としていない｡ その

ために各団体の理念に従い, CEAP の倫理規程,

NBCC の倫理規程, ACA の倫理規程, それぞれ

の企業および団体の倫理規程などが存在すること

になる｡ そのために倫理規程を遵守することは,

その団体の目的や価値観を維持するとともに, そ

れぞれの団体に所属するカウンセラーの品位や信

頼性を保持し, クライアントの信頼を得るために

必要となる｡

3 米国の従業員の個人情報についてのカウンセラー

と企業との関係

①倫理規程上の問題

ACA の倫理規程では ｢カウンセラーはクライ

アントのプライバシーを尊重しなければならない｣

(B.1.a.) とし, ｢情報の開示はクライアントの承諾

又は法定代理人の承諾があった場合のみ｣ (B.1.b)

としている｡ ただし, その例外として明らかに差

し迫った危険がある場合などの例を挙げている｡

また, この倫理規程のなかで ｢カウンセラーは

雇用主及び従業員に対してカウンセラーの仕事の

内容や役割を説明すること｣ (D.1.a) としており,

このなかで雇用主に対して改めてカウンセラーと

してどこまで開示できるかを話し合うことが可能

である｡

｢カウンセラーの第一の役割はクライアントの

尊厳を尊重し福祉を増進することにある｣ (A.1.a)｡

このことが倫理規程の基本であるため, この観点

からカウンセラーは行動することを求められる｡

倫理規程が法律とは異なる点は強制力がないこと
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である｡ つまり, この規程に違反したからといっ

て必ずしも法的に処罰されることはない｡

ただし, 倫理規程違反がACAに報告された場

合には, ACA 内部の倫理委員会で審査され, 最

も厳しい場合には永久除名の処分がなされる｡ し

かし, これはあくまでもACAの会員が対象であ

り, 前述したとおりACAの会員以外の者にはこ

の規程は該当しないことになる｡

②法律上の問題

倫理上の問題の中で, 個人情報を漏らしたり,

守秘義務に違反した場合には必ずしも, 法的に処

罰されるとは限らないと書いたが, 場合によって

はかなり厳しい処罰がされる場合もある｡

米国にはカウンセラーに限らず, 医療に従事す

る人やその周辺の仕事さらに医療機関等に関係す

る仕事をする人を対象に, 個人情報の乱用を防ぐ

ための法律がある｡ この法律は ｢医療保険の相互

運用性と説明責任に関する法律｣ ((The Health

Insurance Portability and Accountability Act) 以下

｢HIPAA｣) という｡

この法律では個人が特定できるような情報を正

当な理由がなく, 開示した場合には, 厳しい罰則

がある｡ 特に営利を目的に情報を漏洩した場合に

は民事罰だけでなく, 刑事罰も科されることにな

る｡ 最も厳しい場合には 25 万ドルの罰金と最長

10 年の懲役刑となる｡ HIPAAのなかでは, カウ

ンセラーと雇用主との関係が明確に記載されてい

るわけではないが, 個人情報を外部に提供する場

合には本人の書面による承諾が原則であり, それ

以外に開示されるケースが示されている｡

③臨床の現場

米国のカウンセリングセンターや EAP ではク

ライアントがインテークのインタビューを受けた

際に, センターの内容を説明するとともに, クラ

イアントに対して説明の上で, 他の医療機関に対

する ｢資料提供要求承諾書｣ (他の機関に対して資

料を求める), および ｢資料開示承諾書｣ (他の機

関から開示要求があった場合) の 2 種類の書類にサ

インをしてもらうように求めている場合が多い｡

4 個人情報の活用と保護のバランス

個人情報の保護と活用の基本はHIPAAの規定

するところによる｡ 個人を特定することのできる

健康情報のプライバシー保護の基準 (以下 ｢プラ

イバシー・ルール｣ という) の利用と開示について

は, HIPAA の規定するところによる｡ これは憲

法にも定められているプライバシーの保護とも関

連してくる｡ そこで, もう少し, HIPAA につい

て説明する｡

①誰がプライバシー・ルールの適用対象となる

か (誰が個人情報の守秘義務を有するか) について

は, ヘルスプラン企業 ((健康) 保険会社) であり,

医療, 歯科, 眼科, 処方薬及び健康維持情報やメ

ディケア (高齢者医療保障), メディケイド (低所

得者及び障害者医療扶助), 長期療養者情報等であ

る｡ また, 企業が従業員のために一部医療費を補

助する場合 (日本の健康保険組合に類似) は, すべ

ての医療従事者が対象となり, 規模の大小を問わ

ず, 電子的に医療情報をやり取りする場合には対

象となる｡ これらには, 情報請求, 保護対象等の

確認, リファー等がある｡ その他医療業務に関連

するものとして, 苦情処理担当業者, データ処理

業者, 医療費請求業者等が該当する｡

②では, どのような情報が保護されるかという

問題であるが, 個人が特定されるすべての医療情

報が対象となり, 電子的, 書類, または口頭であ

ることを問わない｡ ここで述べている個人が特定

される医療情報とは個人の過去, 現在および将来

の身体的および精神的状態, 個人のヘルスケアの

準備状態, 個人の過去, 現在および将来のヘルス

ケアへの支払い状況などであり, もっと詳細には

氏名, 住所, 生年月日, 社会保険番号などが挙げ

られる｡

③利用と開示の基本原則はプライバシー・ルー

ルの主な目的である個人の健康情報を保護し, 適

用対象となるものの, 利用と開示を限定し制限す

ることである｡ 例外としてはプライバシー・ルー

ルで認められた場合とその個人から書面による許

可を得た場合である｡ 開示が求められた場合には

適用対象となるものは次の場合には開示をしなけ

ればならない｡ 本人 (または, その個人の代理人)

が求めた場合と米国健康福祉省による調査, 監査,

または捜索の場合などが基本原則である｡
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Ⅲ わが国のキャリア・コンサルティン
グ

1 キャリア・コンサルタント

日本ではキャリア・コンサルティングを担う人

材は, キャリア・カウンセラー, ファシリテーター

等の名称で呼称されているが, 厚生労働省の ｢第

七次職業能力開発基本計画｣ によってキャリア・

コンサルタントと総称されている｡

キャリア・コンサルタントの養成については,

官民双方において推進策を展開していくことになっ

ている｡ 厚生労働省がキャリア・コンサルタント

に必要な要件を明らかにしているため, 民間養成

機関等ではそれを修得するカリキュラム (120 時

間程度) を作成し, 受講者はその 90％に出席し

修了する必要がある｡ さらに各養成機関で実施し

ている試験に合格しなければならない｡ キャリア・

コンサルタントの試験が始まり数年が経過してい

るが 1 万 1708 名 (2005 年 4 月現在) が合格して

いる｡ このキャリア・コンサルタントは労働者の

キャリア形成支援の拠点として独立行政法人雇用・

能力開発機構の都道府県センターの ｢キャリア形

成支援コーナー｣ やハローワークの ｢キャリア形

成相談コーナー｣ および民間企業や NPO さらに

は大学のキャリア・サポートセンターなどでキャ

リア・コンサルタントとして活動をしている｡ 米

国のキャリア・カウンセラーと違って大学院レベ

ルの能力を求めていないので, 養成講座の受講と

試験に合格をすればキャリア・コンサルタントの

資格を有することになる｡ 少し乱暴な言い方をす

れば, 明日からでも個人開業のキャリア・コンサ

ルタントになれるのである｡

キャリア・コンサルタントの資格を有していな

いが, 別のカウンセラーの資格などを有してキャ

リア・コンサルタントやキャリア・カウンセラー

として働いている人を含めると約 2万人位となる｡

しかし, キャリア・コンサルタントの数の増加

は質の低下を招くことも否定できないために資格

のライセンス化とスーパービジョン制度の導入な

ど課題が山積している｡

2 キャリア・コンサルタントの職業倫理

キャリア・コンサルタントが専門性を発揮し専

門職として職業的確立をしていくためには, 倫理

綱領および法律に従って行動することが, 極めて

重要なことである｡ 特に個人情報保護法の施行に

伴いキャリア・コンサルタントに関係する倫理的,

法的問題について適切に対処する必要がある｡

キャリア・コンサルタントの倫理規程に関して

は, キャリア・コンサルタントの養成機関の有志

の勉強会であるキャリア協議会では, 行動憲章を

設け, 倫理という言葉は使用していないが, キャ

リア・コンサルタントの行動原則とキャリア・コ

ンサルタントの行動規律として盛り込んでいる｡

また養成機関によっては独自に設けているところ

もある｡

しかし, キャリア・コンサルティング制度の導

入は米国と違ってその歴史は数年と浅く実際のと

ころは統一的なものは存在していない｡ そのため,

キャリア・コンサルタントが資格を取得した機関

や, 所属している学会や協会の倫理規程が適用さ

れることになる｡ 実際にはキャリア・コンサルタ

ントが活動しているそれぞれの公共機関や企業,

学校などの組織が定めた倫理規程に従うことが多

いようである｡

Ⅳ キャリア・コンサルタントの個人情
報保護法に対する意識調査

2005 年 4 月に ｢個人情報保護法｣ が施行され,

キャリア・コンサルタントの業務についてもクラ

イアントのプライバシーも含めた個人情報に十分

配慮する必要があり, 関心も高まっている｡ 特に

キャリア・コンサルティングではメンタルヘルス

の問題を取り扱うことがしばしばあるために慎重

にならなければいけない｡ しかしキャリア・コン

サルティングでは, これまでプライバシーや個人

情報を守るという意識は必ずしも高かったとはい

えない｡

そこで, 緒方 (2005) はキャリア・コンサルタ

ントとして, 主に実践の場で活動している 300 人

を対象に郵送にてアンケート調査を実施した｡ 目
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的はクライアントのプライバシーの保護と個人情

報に関しての意識と対応について明らかにし, 個

人情報保護法の本来の目的である保護と活用が円

滑にされているかどうかを探るものである｡ 有効

回答数は 169 名 (56.3％) であった｡

1 属 性

調査対象者であるキャリア・コンサルタントの

属性は表 1に示すとおりである｡ 年齢構成は, 40

歳代が 61 名 (36.1％) で一番多く, 次いで 60 歳

代以上 39 名 (23.1％), 30 歳代 36 名 (21.3％),

50 歳代 33 名 (19.5％) と続き 20 歳代は 1人もい

なかった｡ キャリア・コンサルタントは 20 歳代

の若年層ではみられず, 知識や技法だけではなく

一定の職業経験と社会経験が必要であり, 勤労者

の喜びと悲しみを共感できることが重要であるこ

とが示唆された｡

性別では男性 122 名 (72.2％), 女性 47 名

(27.8％) であった｡ この結果は産業カウンセラー

における性別の調査では女性が 65％ (平成 13 年

の日本産業カウンセラー協会調査) を占めているが,

キャリア・コンサルタントに関しては逆転し男性

が 70％以上を占めているという結果が得られた｡

キャリア・コンサルティングもメンタルヘルス・

カウンセリングもクライアントとの信頼関係のも

とにクライアントの問題を解決するという意味で

は同じであるがフォーカスするところに違いがあ

る｡ キャリア・コンサルタントはクライアントの

問題の事実や状況にフォーカスし, メンタルヘル

ス・カウンセラーはクライアントの事実や状況も

大切にしながら情緒的な側面にまずはフォーカス

するのである｡ これらのことを考慮するとメンタ

ルヘルス・カウンセラーは女性性が求められ, キャ

リア・コンサルタントには男性性が求められるこ

とが示唆された｡

キャリア・コンサルタントの経験年数は 1～3

年が 109 名 (64.5％) で最も多く, 厚生労働省が

キャリア・コンサルティングの必要性を感じ, こ

れを担う人材の養成を始めてから, この仕事に就

く人が増加している｡

キャリア・コンサルタントの資格は 124 名

(73.4％) が有している｡ 残り 45 名 (26.6％) は

無資格である｡ このうち資格取得予定 16 名 (9.5

％) であった｡ 残り 4名 (2.3％) は資格を必要と

していないと回答をしている｡ これは, キャリア・

コンサルタントの資格が国家資格ではないことが

一番の理由であり, 資格化される以前からの経験

者であり資格にはこだわらないとする人たちであっ

た｡ しかし, 一方で国家資格化する動きもあり実

際のところは取得することに迷っているというの

が現状であり動向を見守っているということが明

確となった｡

2 キャリア・コンサルタントの活動場所

キャリア・コンサルタントの活動場所は複数回

答で日本企業 55 名 (28％), NPO35 名 (18％),

民間職業斡旋会社 23 名 (11％), 大学キャリア・

センター 21名 (10％), ハローワーク 16名 (8％),

小・中進路指導 15 名 (7％), その他 12 名 (6％),

個人開業 9 名 (4％), 外資系企業 8 名 (4％), 労

働組合と EAPがそれぞれ 5名 (2％) となってい

る (図 1)｡ キャリア・コンサルティングに関する

認知と理解が進み, ハローワークなどの公共機関

以外のさまざまな組織に活動する場所が拡大され

ていることが示唆された｡

No. 543/October 200548

表１ キャリア・コンサルタントの属性

年

齢

20 歳代 0名 ( 0％)

30 歳代 36 名 (21.3％)

40 歳代 61 名 (36.1％)

50 歳代 33 名 (19.5％)

60 歳代以上 39 名 (23.1％)

性

別

男性 122 名 (72.2％)

女性 47 名 (27.8％)

キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
経
験
年
数

1～3年 109 名 (64.5％)

4～5 年 28 名 (16.6％)

6～10 年 24 名 (14.2％)

11～15 年 7 名 ( 4.1％)

16～20 年 0 名 ( 0％)

21 年以上 1名 ( 0.6％)

キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
資
格
の
有
無

有 124 名 (73.4％)

無 25 名 (14.8％)

１年以内に取得 15 名 ( 8.9％)

３年以内に取得 1名 ( 0.6％)

予定なし 4名 ( 2.3％)



今後は, キャリア協議会加盟の養成機関などが

中心となり, キャリア・コンサルタントの職域を

拡大するために資格取得後のフォローアップのた

めの研修やスーパービジョン制度などの導入によ

り, 質の向上を図ることが重要である｡

3 個人情報保護法についての知識

2005 年 4 月から施行された個人情報保護法に

ついては, ｢簡単に知っている｣ 85 名 (50％),

｢詳細に知っている｣ 81名 (48％), ｢言葉だけ知っ

ている｣ 2 名 (1％), ｢知らない｣ 1 名 (1％) とい

う結果となっている (図 2)｡ この法律に違反する

と行政による指導や処分が行われることもあるの

で, キャリア・コンサルタントは基本的な知識は

備えている必要がある｡

4 個人情保護法施行以降の対応および対策の有無

｢対策をした｣ 88 名 (59％), ｢しない｣ 46 名

(30％), ｢1 年以内にする｣ 9 名 (6％), ｢必要な

し｣ 3 名 (2％), その他 5 名 (3％) であった (図

3)｡ 約 60％が敏感に反応し早速に対応, 対策を

施しているという結果となっている｡ キャリア・

コンサルタントの役割を把握している人は対応・

対策の必要性を理解することが可能であるが, キャ

リア・コンサルタントの本来の役割や目的が明確

化されていな人にとっては単なる法律に過ぎない

のかもしれない｡ しかし, 企業や学校という組織

でキャリア・コンタルティングを行う場合には早

急に対応・対策を講じる必要がある｡

5 個人情報保護法施行以降に実施した対策

複数回答で, カルテ管理 63 名 (42％), データ

の持出禁止 43 名 (28％), データの暗号化 19 名

(12％), 記録媒体の暗号化 16 名 (10％), テスト

実施の承諾サイン 10名 (6％), その他 2名 (1％),

受理承諾のサイン 1名 (1％) であった (図 4)｡ や

はりカルテ (面接記録) の保管場所に工夫を施し

たり鍵を掛けるなどの比較的簡単にできることか

ら対策を行っていた｡ また, データの持出禁止

28％, データの暗号化 12％, 記録媒体の暗号化

10％をあわせると 50％となり個人データの取り

扱いについての対策がされている｡ 当然の結果で

あるがクライアントの個人情報は電子情報でも紙

情報でも紛失, 盗難, 不正アクセスなどによって

外部に漏れないようにセキュリティ対策を普段か

ら講じておかなければならない｡

6 クライアントの情報管理の方法

カルテ管理 117 名 (61％), USB 等記録媒体で

管理 40 名 (21％), 記録は残さない 26 名 (14％),

録音テープ 1名 (1％), その他 6名 (3％) であっ

た (図 5)｡

調査の結果では, クライアントから得た情報は,

大きくはカルテで管理, いわゆる紙での管理 61

％と USB 等記録媒体など電子データ管理 21％と

二分されている｡ 双方に特徴がある｡ カルテ管理

は紙であるためにデータのように容易にバックアッ

プがとれない｡ また, 他の書類に紛れ易く整理整

頓がなされていないと紛失の危険性が高い｡ さら

に破棄するにはシュレッダーにかけるなど手間が

必要とされるなどである｡ コンサルティングでの

ルールとしてはカルテを机上に放置することの禁

止, 使用時以外は鍵のかかる場所に保管, 外部へ

の持ち出し禁止などの取り決めをする｡

USB など記録媒体や電子データは紙と異なり,

一瞬にして大量のデータが破壊されたり流出する

リスクがある｡ コピーも簡単にでき, 流出した場

合の情報の回収は困難となる｡ したがってキャリ

ア・コンサルタントは固有の IDを与えて管理し,

内容に応じたアクセス権限を設定する｡ また, パ

スワードは定期的に変更する｡ また, データやファ

イルの暗号化をすることで不正アクセスされても

情報が読めないようにする｡

クライアントの情報が入ったノートパソコンや

記録媒体は持ち出し禁止とし, 安全を確保する｡

特に USB などは小さいために紛失しやすいので

注意が必要である｡

その他, 最近のコピー機やファクスにはテレビ

コマーシャルどおり大容量のメモリーがついてい

るので情報を残したままリサイクルに出さないよ

うに注意が必要である｡
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7 組織 (人事・学校等) から個人情報の開示要求

があった場合の対応

｢クライアントの了解が得られたら開示する｣

91 名 (54％), ｢どんな場合でも開示しない｣ 44

名 (26％), ｢クライアントに有利と判断したら開

示する｣ 21 名 (12％), その他 13名 (8％) であっ

た (図 6)｡ ｢クライアントの了解が得られたら開

示｣ 54％と ｢クライアントに有利と判断したら開

示｣ 12％を併せると 66％が開示すると回答して

いる｡

調査の結果は以上の通りであったが, 基本的に

はクライアントの個人データを第三者に提供する

場合には, 原則として事前に同意を得なければな

らないが, 社内の別部門に個人データを渡す場合

は, 第三者提供には該当しないので同意は不要と

されている｡ しかし, キャリア・コンサルタント

が扱う個人情報は他人には知られたくないプライ

バシーに関する情報が多く含まれているために,

クライアントの同意なしに提供したデータが流布

してしまうと権利利益を著しく害するトラブルを

招く可能性を否定できない｡
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そのため, クライアントに有利であると判断し

ても同意は得るべきである｡ 同意を得るには口頭

や書面などでクライアントが確かに承諾したこと

をコンサルタントが確認しなければならない｡ 一

方的に通知するだけでは同意が得られたとはみな

されない｡ 同意を得る時期については提供する前

が望ましい｡

キャリア・コンサルタントが活動する場所によっ

ても同意の有無に違いがある｡ 個人開業や EAP

または NPO として企業と契約している場合には

第三者とみなされるのでクライアントの同意が必

要とされている｡
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8 プライバシーを守る対策の有無

｢プライバシーの対策をしている｣ 133 名

(79％), ｢していない｣ 26 名 (15％), その他 10

名 (6％) であった (図 7)｡ キャリア・コンサル

ティングで得られる情報は心身両面の健康情報も

含んでいることも多く個人の機微に触れることも

ありキャリア・コンサルタントはクライアントの

プライバシーに配慮する必要があり実際に約 80

％のキャリア・コンサルタントがクライアントの

プライバシーに配慮する対策をしているという結

果となった｡

特に個人情報の中でも, キャリア・コンサルタ

ントが取り扱う内容は, 私生活に関する情報であ

り, また, 一般に知られていない事柄で, できれ

ば一般に公開してほしくない情報というプライバ

シー情報であるために, 取り扱いには特に注意が

必要となる｡

9 個人情報に関する訴訟問題が発生した場合の対

策の有無

｢何もしていない｣ 103 名 (56％), ｢組織的に対

応｣ 55 名 (30％), ｢弁護士と契約している｣ 22

名 (12％), その他 4 名 (2％) であり ｢保険に加

入している｣ という人はいなかった (図 8)｡ ｢何

もしていない｣, が半数以上であり, ｢組織的に対

応する｣ と ｢弁護士と契約｣ しているなど対策を

している 42％よりも多いという結果となった｡

最近の傾向ではメンタルヘルスにまつわる安全配

慮義務違反等での労災申請および民事裁判が増加

しているために, キャリア・コンサルティングの

場面においても, クライアントの個人のデータ等
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の取り扱い方いかんでは, さまざまな事態が発生

する可能性を否定できない｡

10 クライアントからカルテやテストの開示請求

があった場合の対応

｢条件付きで開示する｣ 61 名 (35％), ｢どんな

場合でも開示しない｣ 60 名 (35％), ｢弁護士と相

談して決める｣ 20 名 (12％), ｢開示する｣ 14 名

(8％), その他 17 名 (10％) であった (図 9)｡ ｢開

示する｣ 8％と ｢条件付きで開示する｣ と合わせ

ると43％であり, ｢開示しない｣ 35％を若干上回っ

た結果となった｡

キャリア・コンサルタントは個人情報取扱業者

ではないが, クライアントから個人データについ

ての開示を求められた場合には基本的には, その

データをクライアントに開示する必要がある｡ 開

示の方法は, 書面による開示が望ましいがクライ

アントの同意を得た場合には, 電子メールや電話

などの方法でも可能であるとされている｡ 開示し

たことの証拠を残す必要がある場合には, 内容証

明や書類書留などでの郵送を利用する方法がある｡

また手渡しの場合には受領のサインをもらうなど

の方法が確実とされている｡ 今回の調査は ｢その

他｣ と回答した 10％のキャリア・コンサルタン

トの中には, コンサルティングのカルテや記録は

残していないのでデータが存在しないと記述して

いた人もいた｡ このようにクライアントのデータ

が存在しない場合にはその趣旨を回答する必要が

あるとされているが, その方法については厳密に

は決められていない｡

ただし, 例外としてクライアントや第三者の生

命, 身体, 財産その他の権利・利益を害する恐れ
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図８　個人情報に関する訴訟問題が発生した場合の対策の有無�
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０％�
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図９　クライアントからカルテやテストの開示請求があった場合の対応�

条件付き開示
35％�

開示する�
８％�

開示しない�
35％�

その他�
10％�

弁護士と相談�
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がある場合には開示請求があってもデータの全部

または一部を開示しなくてもよいとされている｡

なお, 人事評価などの雇用管理情報などについて

は企業内でキャリア・コンサルタントとして働く

場合などは事前に労働組合などとの協議によって

非開示とする情報については取り決めをしておく

ことが望ましいと考える｡

どちらにしても, クライアントからカルテの請

求があった場合には開示するものという認識が必

要である｡

11 調査の結果と考察

キャリア・コンサルタントとして個人情報保護

法の施行についての情報については, ほぼ知って

いたが, 詳細なところまでは半数程度であった｡

法律は知っているが, その対策や対応をした人は

約 60％であり残り 40％は現時点ではしていない

という結果が得られている｡ しかし, 企業のリス

ク・マネージメントとして対応・対策は必要であ

る｡

実際に行った対応・対策は, 当然のことながら

クライアントのカルテ管理とデータの管理であっ

た｡ 管理の方法については鍵をかけるなどシンプ

ルなものから, キャビネットを ID で管理するな

どさまざまであった｡ コンサルティングを受理す

る時点でクライアントから同意を得ることが重要

となってくる｡ 端的にいうとクライアントから同

意書を得るということだけではなく, 個人情報保

護法の内容に基づいたキャリア・コンサルティン

グの仕事に関するルールづくりを早急にする必要

がある｡ クライアントのコンサルティング記録

(カルテ) やデータの保存の必要性の是非につい

ては以前から議論されているところである｡ 今回

の調査では個人開業のコンサルタントには ｢記録

を残さない｣ (データを含む) と回答する割合が高

かった｡ しかし, 記録を残すか残さないかという

問題は微妙であるがカルテ (記録) やデータで管

理することは重要であると考える｡

個人情報の提供を組織から依頼があったらどう

するかという問題も, 保護と活用という視点から

コンサルタントが迷うところである｡ 今回の結果

ではクライアントの了解が得られたら開示すると

いう条件付きを入れると約 66％が開示すると回

答している｡ 個人のキャリア情報の保護と活用の

均衡の確保についても体制づくりが必要であり,

これはプライバシーの問題と大きく関連がある｡

クライアントに有利という判断で開示したことが

反対の結果となり微妙な問題が発生することもあ

るので, クライアントの情報の開示やリファーに

ついてはクライアントの了解を必ず得る必要があ

る｡ キャリア・コンサルタントのスーパーバイザー

は必ず守秘義務の確認を徹底すべきである｡

クライアントから個人情報に関することで訴訟

を起こされた場合の対策について, 何もしていな

いという回答が半数以上であり, 何もしていない

理由は ｢訴えられない・訴えられるはずはない｣

というものであるが, 実際には医療現場などでは

訴訟問題に発展している場合を考慮すると, 普段

からの対策を講じる必要がある｡ 今回の結果では

保険に加入している人は不在であったが, キャリ

ア・コンサルタントの有資格者が約 1 万 1000 名

を超え 5万人を目指していることを考慮すると,

臨床心理士のように保険加入制度等のシステムに

ついても検討する必要があるかもしれない｡

Ⅴ 今後の課題

今後の課題として以下のことを提案したい

(1) キャリア・コンサルティングに関する

体制づくり

(2) キャリア・コンサルティングの契約の

明確化

(3) スーパービジョン制度の導入

(4) キャリア・コンサルティングとメンタ

ルヘルス・カウンセリングの融合

(5) キャリア・コンサルタントの質の向上

と研鑽

(6) キャリア・コンサルタントの国家資格

化
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